
議 案 第 ５ １ 号  

 

亀 山 市 長 及 び 副 市 長 の 給 与 の 臨 時 特 例 に 関 す る 条 例 の 制 定 に

つ い て  

 

亀 山 市 長 及 び 副 市 長 の 給 与 の 臨 時 特 例 に 関 す る 条 例 を 別 紙 の と お

り 制 定 す る 。  

 

 

         平 成 ２ ５ 年 ６ 月 １ ８ 日 提 出  

 

              亀 山 市 長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

亀 山 市 長 及 び 副 市 長 の 給 与 の 臨 時 特 例 に 関 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 制 定 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 



亀 山 市 条 例 第    号  

 

亀 山 市 長 及 び 副 市 長 の 給 与 の 臨 時 特 例 に 関 す る 条 例  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 国 家 公 務 員 の 給 与 の 改 定 及 び 臨 時 特 例 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ２ ４ 年 法 律 第 ２ 号 ） に 基 づ く 国 家 公 務 員 の 給 与 減 額

支 給 措 置 を 踏 ま え 、 平 成 ２ ５ 年 ７ 月 １ 日 か ら 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ３ １

日 ま で の 間 （ 以 下 「 特 例 期 間 」 と い う 。 ） に お け る 市 長 及 び 副 市

長 の 給 与 の 支 給 額 を 減 額 す る た め 、 市 長 及 び 副 市 長 の 給 与 の 特 例

を 定 め る も の と す る 。  

（ 給 料 月 額 の 特 例 ）  

第 ２ 条  特 例 期 間 に お い て は 、 市 長 及 び 副 市 長 に 対 す る 給 料 月 額 の

支 給 に 当 た っ て は 、 亀 山 市 長 及 び 副 市 長 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 平

成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ４ １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 ６

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 各 号 に 規 定 す る 給 料 の

月 額 （ 以 下 「 給 料 月 額 」 と い う 。 ） か ら 、 給 料 月 額 に 次 に 定 め る

割 合 を 乗 じ て 得 た 額 に 相 当 す る 額 を 減 ず る 。  

（ １ ） 市 長  １ ０ ０ 分 の １ ５  

（ ２ ） 副 市 長  １ ０ ０ 分 の １ ０  

 （ 期 末 手 当 の 額 の 特 例 ）  

第 ３ 条  特 例 期 間 に お い て は 、 市 長 及 び 副 市 長 に 対 す る 期 末 手 当 の

支 給 に 当 た っ て は 、 条 例 附 則 第 ７ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 及

び 副 市 長 が 受 け る べ き 期 末 手 当 の 額 （ 条 例 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 計

算 し た 額 を い う 。 ） か ら 、 当 該 期 末 手 当 の 額 に 前 条 各 号 に 定 め る

割 合 を 乗 じ て 得 た 額 に 相 当 す る 額 を 減 ず る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ５ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


